
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８門第５６号 

事故等名 押船せんだい丸被押バージせんだい乗揚 

発生年月日時刻 平成２０年９月８日１０時００分ごろ 

発生場所 川内港南防波堤灯台から真方位１１４°３．４海里 

（北緯３１°４９′３０″、東経１３０°１４．６′０．０″） 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：平成２０年１１月２１日門司・地方事故調査官が海難報告書を精査し、せ

んだい丸船長などから事故概況を電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 押船せんだい丸 １８トン 

２９３－２８３６６ 

川内川砂利生産協業組合 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ バージせんだい ５７８トン 

 

川内川砂利生産協業組合 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ  

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 推進器翼に曲損 

Ｂ 船底に凹損 

事故等の経過 Ａ船は、船長１人が乗り組み、砂利４５０トンを積載したＢ船を押航し、鹿児島県川内川

河口の砂利採取場を発し、同河口上流の砂利陸揚場に向かい、針路を東方に向け、

約４ノットの対地速力で、川の中央あたりを上航中、平成２０年９月８日１０時００分ご

ろ、川の流れにより右岸寄りに圧流され、浅瀬に乗り揚げた。 

当時、天候は晴で、風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、西に向かう約２ノッ

トの川の流れがあった。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

事故当時、西に向かう約２ノットの川の流れがあったものと考

えられる。事故地点付近の川縁は浅くなっていた可能性があ

ると考えられる。 

原因 本事故は、本船が川の流れ及び潮高に対する配慮が十分でなかったため、浅瀬に乗

り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




